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●労働相談情報センター          

【所在地】 

○長崎労働相談情報センター      ○佐世保労働相談情報センター 

〒850‐8570             〒857‐8502 

長崎市尾上町 3－1               佐世保市木場田町 3－25 

長崎県庁行政棟 5階          県北振興局本館 4階 

（長崎県雇用労働政策課内）       

 

【電話による労働相談】   

（開設時間）月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 午前 9時～午後 5時まで 

      （フリーダイヤル）0120－783－258 （ＴＥＬ）095－821－1457 

               0120－783－369      095－820－0166 

【面談による労働相談】 

（長 崎）月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 午前 19時～午後 5時まで 

（佐世保）毎週水曜日（祝祭日を除く）   午前 10時～午後 5時まで 

 

【弁護士による特別労働相談】 ※事前予約が必要です 

（長 崎）毎月第 4水曜日（祝祭日を除く）   午後 1時 30分～午後 3時 30分まで 

（佐世保）奇数月の第 4水曜日（祝祭日を除く） 午後 1時 30分～午後 3時 30分まで 

 

 

 

６ さ  い  ご  に 

  労使間の問題は、自主的に解決されるのが最良の方法です。このため労働委員会は、

自主的な解決が困難となって調整や審査、個別的労使紛争のあっせんを依頼された場合、

そのような当事者の意向を最大限生かしたいと考えていますので、労働委員会と一緒に

解決への道を探り出そうという心構えでのぞんでいただきたいと思います。 

 最後に、労働委員会についてさらにお知りになりたい方、労使関係の問題についてお

尋ねになりたい方は、長崎県労働委員会または下記の機関へご相談ください。 

 




